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第４５回大垣市景観遺産審議会 会議録（案） 

日 時：令和6年1月17日（水） 10時15分から11時25分まで 

場 所：大垣市役所 4階 情報会議室 

議 題：大垣市景観遺産の指定について ほか 

出席委員（敬称略）  

溝口 正人（会長）、髙木 朗義（会長代理）、鈴木 隆雄、杉原 重明、谷口 隆康 

【計5名】 

市及び事務局 

真鍋 和生 （都市計画部長） 

清水 克人 （都市計画課長） 

渡部 晃司 （都市計画課技術対策官） 

高田 康成 （都市計画課景観整備グループ主幹） 

伊藤 孝弘 （都市計画課景観整備グループ主幹） 

篠田 尚志 （都市計画課景観整備グループ主査） 

田中 一輝 （文化振興課郷土歴史・文化財活用グループ主査） 【計7名】 

 

事務局 

（都市計画課長） 

 

事務局 

（都市計画部長） 

 

事務局 

（都市計画課長） 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（都市計画課主幹） 

 

（開始時刻 10:15） 

※開会にあたって委員の過半数出席による会議の成立を報告。 

 

 

※都市計画部長あいさつ（略）。 

 

 

※議事進行は、大垣市景観条例施行規則第39条第2項の規定により、会長が

会務を総理することを報告。 

 

※本日の審議会は、景観遺産・景観自慢の指定候補物件の選考ということ

で、資料には個人に関する情報なども含まれており、大垣市情報公開 

条例第６条に定める非公開情報についても審議することになるため、 

本審議及び今後の審議についても同様に非公開とすることを報告。 

 

※議事⑵に移行。議事録署名者として杉原委員を指名。 

 

※「大垣市景観遺産の指定について」を議題とすることを報告。事務局に

対し、「同意取得の状況」及び「講評案」について説明を要請。 

 

※同意取得の状況及び講評案を説明。 
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会 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

委 員 

 

委 員 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

会 長 

 

事務局 

（都市計画課主幹） 

 

 

 

・ありがとうございました。只今の事務局からの説明について、ご意見ご

質問等ございますでしょうか。 

 

・講評文案の中で2点気になったことがありました。1点目は、物件が現在

何に使われているかということは、物件の説明の後に記載した方が良い

と思いますので、3行目の「現在は～利用されています。」は、一番後ろ

に移した方が良いと思います。2点目は、4行目からの「この建物から  

～   の思いから」について、「静かに世の中を観て過ごしたい」の

「観る」は、単に「世の中を眺める」という意味ではなく、「観ずる」  

あるいは「深く考える」というような     の思想に関わる部分 

なので、建物の講評としては如何かと思います。 

 

・1点目は、  委員のご指摘のとおりだと思います。2点目については、

「この建物から静かに～     の思いから、」は記載しない方が 

良いのではないかと思いますが、  委員は如何でしょうか。 

 

・単純に「     が   と名付け、」で良いと思います。 

 

・「静観荘」という漢字のイメージで、なんとなく伝わるだろうと思います

ので、  委員の意見に賛成です。 

 

・それでは、「この建物から静かに～過ごしたいとの」を削除し、

「     が   と名付け、」にしたいと思います。 

・そして、2～3行目の「現在は、～利用されています。」を講評文の末尾に

移すということにいたします。 

・これでよろしいでしょうか。 

 

・裏庭についてですが、一般の人が「     」へ行って、裏庭を見せ

てほしいと言った場合は、見せてもらえるのでしょうか。「     」

へ行くと玄関口にあるお店にしか入れません。所有者の方は、公開する

意思があるのでしょうか。 

 

・事務局は、所有者に確認していますか。 

 

・頼まれたら、案内しているとのお話を伺ってはいますが、公開する意思

の有無までは確認しておりません。 
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会 長 

 

 

事務局 

（都市計画課主幹） 

 

委 員 

 

 

 

 

事務局 

（都市計画課主幹） 

 

 

 

委 員 

 

会 長 

 

 

 

 

委 員 

 

会 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

会 長 

 

 

 

全委員 

・それでは、講評文案の7～9行目までの「また、建物裏手の～銘石があり

ます。」の掲載と公開の可否については、所有者に確認をお願いします。 

 

・了解しました。 

 

 

・それと、「また、建物裏手の～銘石があります。」の中の、「武家屋敷跡」

については、前回の現地調査の際に所有者が「御鳥屋敷」と仰っていた

ので、「御鳥屋敷」の方が良いのではないかと思います。「御鳥屋敷」は

狩猟をするところで武家屋敷ではないので、性格が異なります。 

 

・年代的には「御鳥屋敷」でもおかしくはありませんが、「家老の屋敷から

移設した」と所有者からはお聞きしているので、おそらく大垣郵便局の

辺りにあった屋敷から移設したのではないかと考えたことと、御鳥屋敷

から移設したという根拠が無いので「武家屋敷」としています。 

 

・了解しました。 

 

・「大垣城下から移設した」という書き方もあるかもしれませんが、「大垣

城下のどこなのか」ということにもなりかねせんし、「移設されたと伝わ

る」とありますので、この部分は原案のままで良いと思いますが、  委

員は如何でしょうか。 

 

・了解しました。 

 

・それでは、                の講評文につきましては、

2～3行目の「現在は、～利用されています。」を講評文の末尾に移し、「こ

の建物から静かに～過ごしたいとの」を削除し、「     が   と

名付け、」とすることとします。 

・ところで、    の扁額については、  委員は如何ですか。 

 

・建物の中にも有名な書がありましたが、やはり外から見えるのは、門に

掲げられている    の扁額なので、良いと思います。 

 

・それから、「また、建物裏手の～銘石があります。」の文章については、

掲載の方向で、所有者に確認をお願いします。 

・以上でよろしいでしょうか。 

 

・異議なし。 
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会 長 

 

 

 

 

 

事務局 

（都市計画課主幹） 

 

会 長 

 

 

会 長 

 

 

事務局 

（都市計画課主幹） 

 

会 長 

 

 

委 員 

 

 

会 長 

 

 

委 員 

 

会 長 

 

 

 

全委員 

 

会 長 

 

 

 

・第1号議案については、以上で審議が終わりました。 

・次に、第2号議案「大垣市景観遺産及び景観自慢の講評文の修正につい

て」を議題といたします。 

・はじめに、「         」の講評文の修正について、事務局から

説明をお願いします。 

 

※第2号議案 ⑴         の講評文の修正について、資料に 

基づき説明。 

 

・只今、事務局から説明のありました「         」の講評文の

修正について、ご意見、ご質問がありましたら、お願いいたします。 

 

・現在の     は、母屋や納屋、水屋、暴風水林も、もともと   が

あった場所にあるのですね。 

 

・そうです。 

 

 

・「整備する」というと、なんとなく再構築されたというふうに伝わってし

まうのではないかと思います。 

 

・例えば、「一式あります」あるいは「一式が揃っています」というような

存在だけを示す表現が良いかもしれませんね。 

 

・そうですね。「屋敷構えを知ることができます」という感じでも良いかも

しれませんね。 

 

・「今日に残しています」でも良いのではないかと思います。 

 

・そうですね。「今日に残しています」あるいは「今日に伝えています」で

も良いかもしれませんね。 

・「今日に伝えています」で如何でしょうか。 

 

・異議なし。 

 

・それでは、議案の修正案の8～9行目の「典型的な農家の～整備されてい

ます」のところは、「典型的な農家の屋敷構えを今日に伝えるものです」

に変更することとします。 
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会 長 

 

 

事務局 

（都市計画課主幹）  

 

会 長 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

会 長 

 

 

全委員 

 

会 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

・次に、「     」の講評文の修正について、事務局から説明をお願い

します。 

 

※第2号議案 ⑵     の講評文の修正について、資料に基づき説明。 

 

 

・只今、事務局から説明のありました「     」の講評文の修正に  

ついて、ご意見、ご質問がありましたら、お願いいたします。 

 

・現地調査の際も話題になりましたが、実物の状態に即した適切な表現に

したいと思います。 

・それから、「簡素な組み立て」という表現は伝わるでしょうか。「構造」

では分かりにくいと思いますが、他に良い表現があればと思いますが、

「簡素な組み立て」で誤解なく伝われば、そのままでも良いと思います。 

・4行目の「道標を兼ねる地蔵がある門前とともに」については、    の

景観遺産の指定の中に、地蔵は入っていないので、「門前には道標を  

兼ねる地蔵もあって」でも良いように思いますが、委員の皆さん如何で

しょうか。 

 

・3行目の「近世以前の様式や手法をよく伝えており、」のところを、「伝え

ています。」として文章を切って、「道標を兼ねる地蔵がある門前ととも

に、」とすれば、  と地蔵が一体の景観遺産であるということにはなら

ないと思います。 

 

・そうですね。それであれば問題はなさそうですが、委員の皆さん如何で

しょうか。 

 

・異議なし。 

 

・それでは、「     」の講評文の修正については、議案の修正案の  

3行目の「近世以前の様式や手法をよく伝えており、」のところを、「伝え

ています。」に修正することといたします。 

・大垣市景観遺産及び景観自慢の講評文の修正については、以上とさせて

いただきます。 

 

・ちょっと1点よろしいでしょうか。講評文に関連して、先日、    が

古民家再生のモデルルームになったという新聞の記事を読みました。 

現在の      の講評文では、「週末には地元のまちづくり団体が

お土産処を開店しています」と記載されていますが、修正が必要ではな
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事務局 

（都市計画課長）  

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（都市計画課長） 

 

 

会 長 

 

 

全委員 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（都市計画課主幹） 

 

 

いでしょうか。 

 

・この件に関して、市としては         の所有者から、将来的

に民泊施設にするとお聞きしており、今回のショールームは改修の途中

でのお話と理解しております。今後、          の活用方法

が確認できた段階で、本審議会で審議をお願いしたいと考えておりま

す。 

 

・状況は分かりましたが、景観遺産は、そのものの価値だけでなく、現在

の活用方法も大切な要素ですので、その内容が変わったのであれば、 

その都度変更するべきだと思います。 

・従いまして、この          の講評文の変更について、本日

の議案にはありませんが、ここで議題といたします。 

・          の講評文の変更について事務局から説明をお願い

します。 

 

※景観遺産パンフレットを使用して、講評文の5～6行目「週末には地元の

まちづくり団体がお土産処を開店しています。」を削除し、     の

活用方法については、引き続き調査していく旨を説明。 

 

・只今の事務局からの説明について、ご意見、ご質問等がございましたら

お願いいたします。 

 

・異議なし。 

 

・それでは、           の講評文につきましては、5～6行目

「週末には地元のまちづくり団体がお土産処を開店しています。」を 

削除することといたします。 

・ありがとうございました。 

・ご意見も出尽くしたようですので、大垣市景観遺産及び景観自慢の講評

文の修正については、以上とさせていただきます。 

・次に、次第3の報告事項に入ります。 

・それでは、報告事項の⑴今後のスケジュール及び⑵かわまち大賞につい

て、事務局から報告をお願いします。 

 

※報告事項「⑴今後のスケジュールについて」及び「⑵かわまち大賞につ

いて」を説明 
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会 長 

 

 

委 員 

 

 

事務局 

（都市計画課長） 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（都市計画課長） 

 

 

 

 

・只今の事務局から報告について、ご意見、ご質問等ございましたらお願

いいたします。 

 

・かわまち大賞の中に、景観遺産のことは文言としては入っていないので

しょうか。 

 

・かわまち大賞の中には具体的な記載はありませんが、自噴井戸を巡るこ

とができることや、水門川がかつては大垣城の外堀であった歴史を持つ

川であることなどは説明しております。 

 

・今後、かわまち大賞受賞のＰＲでも、景観遺産も一緒にＰＲしていける

と良いと思います。 

・他都市では、シティプロモーションと、インフラの整備を上手く連携さ

せて賑わいの創出に取り組んでいるところもあるので、大垣市でも同じ

ように連携して取り組んでいただきたいと思います。 

 

・そうですね。景観遺産の取り組みは、都市景観大賞で優秀賞を受賞して

いますし、かわまち大賞と一緒にＰＲするのは大変効果的だと思いま

す。他の都市に比べて良い取り組みを実施していますので、縦割りにな

らずに、ぜひ積極的にＰＲしてもらいたいと思います。 

・ありがとうございました。本日の議事は、以上で全て終了いたしました。

ご意見も出尽くしたようですので、本日の議事は、これで終了いたしま

す。 

・委員の皆さんには、円滑な議事の進行にご協力いただき、ありがとうご

ざいました。 

・これ以降の進行を、事務局にお返しします。 

 

・長時間にわたり、大変お疲れ様でござました。 

・先ほど、ご意見をいただきました「かわまち大賞」と「都市景観大賞」

のＰＲにつきましては、関係部署と共創しながら、景観遺産についてよ

り多くの皆さんに知っていただけるよう、取り組んでまいりますので、

委員の皆様には引き続きお力添えをいただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

・今後のスケジュールにつきましては、先ほどご説明させていただきまし

たとおり、本日の結果を3月議会で報告させていただいた後、市のホーム

ページや広報おおがきにて公表させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

・それでは、以上で第45回大垣市景観遺産審議会を終了させていただきま

す。本日は誠にありがとうございました。 
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※閉会 

（終了時刻  11:25） 
 


